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監
査
委
員
公
告

◯
監
査
結
果
の
公
表
（
九
）

１

監
査
結
果
公
告
第
９
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
住
民
監
査
請
求
に
つ

い
て
監
査
を
執
行
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す

る
。

平
成
1
4
年
７
月
1
2
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
田
嶋
　
伝
　
一
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
山
　
田
　
昭
　
郎

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫

第
１
　
請
求
の
受
理

１
　
請
求
書
収
受
年
月
日

平
成
1
4
年
５
月
2
1
日

２
　
請
求
人

秋
田
市
仁
井
田
二
ツ
屋
二
丁
目
４
番
７
号

秋
田
市
楢
山
城
南
新
町
８
番
1
1
号

秋
田
市
仁
井
田
本
町
二
丁
目
1
6
番
６
号

秋
田
市
仁
井
田
本
町
一
丁
目
1
6
番
６
号

能
代
市
青
葉
町
７
番
５
号

秋
田
市
桜
一
丁
目
５
番
1
9
号

秋
田
市
保
戸
野
鉄
砲
町
３
番
5
5
号

湯
沢
市
深
堀
字
深
堀
５
番
地

湯
沢
市
湯
ノ
原
一
丁
目
１
番
3
6
号

河
辺
郡
河
辺
町
戸
島
字
本
町
1
5
2
番
地

３
　
請
求
の
要
旨
（
原
文
）

（
１
）
県
は
平
成
1
2
年
度
に
秋
田
国
体
競
技
力
向
上
対
策
本
部
（
以
下
「
対
策
本
部
」
と
い

う
）
に
選
手
強
化
対
策
費
と
し
て
２
億
6
5
8
9
万
円
の
補
助
金
を
支
出
し
た
。
右
補
助
金
の

大
半
は
県
体
協
加
盟
の
各
競
技
団
体
等
に
配
分
さ
れ
た
が
、
「
組
織
の
充
実
・
拡
充
」
費
、

「
意
識
の
高
揚
」
費
そ
の
他
の
相
当
金
額
（
少
な
く
と
も
2
0
1
1
万
円
以
上
）
が
対
策
本
部
に

留
保
さ
れ
て
自
由
に
使
用
さ
れ
、
途
中
か
ら
は
「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
強
化
事
業
」
等
に
も
使
用

さ
れ
た
。

（
２
）
右
「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
強
化
事
業
」
と
は
、
県
ス
ケ
ー
ト
連
盟
フ
ィ
ギ
ュ
ア
部
の
選
手
強
化
を

対
策
本
部
が
本
件
補
助
金
を
使
っ
て
直
接
に
行
う
も
の
で
、
「
コ
ー
チ
の
確
保
、
指
導
体
制

の
確
立
等
、
強
化
計
画
の
作
成
等
」
の
事
業
と
さ
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
各
種
競
技
団
体
の
中
の
１
部
門
の
選
手
強
化
を
競
技
団
体
で
も
な

い
対
策
本
部
が
直
接
に
実
施
す
る
の
は
き
わ
め
て
異
例
で
あ
る
。
そ
の
た
め
対
策
本
部
は

「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
部
選
手
父
母
等
に
対
す
る
経
緯
・
事
情
等
の
説
明
会
開
催
」
（
数
回
開
催
）

さ
え
本
件
補
助
事
業
で
行
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
県
か
ら
給
与
を
受
け
な
が
ら
対
策
本
部
の
業

務
に
従
事
し
て
い
る
県
職
員
ら
は
、
右
事
業
の
企
画
・
立
案
か
ら
、
本
部
委
員
会
等
へ
の
提

案
・
説
明
、
コ
ー
チ
の
選
定
・
招
聘
、
招
聘
コ
ー
チ
の
指
導
に
よ
る
練
習
会
等
の
開
催
、
各

種
資
料
等
の
作
成
、
会
場
等
の
確
保
、
強
化
練
習
等
の
指
導
・
視
察
、
招
聘
コ
ー
チ
や
選
手

へ
の
旅
費
支
給
等
、
本
件
事
業
の
全
て
に
深
く
関
わ
り
推
進
し
た
。
そ
の
結
果
、
ス
ケ
ー
ト

連
盟
で
は
長
年
フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
選
手
指
導
に
あ
た
っ
て
き
た
コ
ー
チ
が
そ
の
地
位
を
奪
わ

れ
、
地
位
保
全
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
な
ど
の
「
内
紛
」
が
続
い
て
い
る
。
更
に
右

事
業
は
「
補
助
内
容
の
変
更
」
（
補
助
金
交
付
要
項
）
に
該
当
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
知
事

の
承
認
な
し
に
実
施
さ
れ
た
。

（
３
）
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
の
強
化
は
競
技
団
体
や
選
手
の
自
主
性
を
基
礎
に
す
る
べ
き
も
の

で
あ
る
か
ら
、
国
や
公
共
団
体
の
助
成
は
そ
れ
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
よ
う
に
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
対
策
本
部
は
県
国
体
準
備
室
に
事
務
局
を
置
き
、
県
職
員
が
県

か
ら
給
与
を
受
け
て
事
務
局
業
務
を
行
っ
て
い
る
特
殊
な
団
体
で
あ
る
か
ら
、
行
政
権
が
団

体
自
治
の
侵
害
行
為
に
わ
た
ら
な
い
よ
う
よ
り
慎
重
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
右
の
よ
う
な
補
助
金
の
使
用
は
、
補
助
金
を
エ
サ
に
し
、
さ
ら
に
は
県
職
員
が
い
わ

ば
「
公
務
」
と
し
て
、
競
技
団
体
の
内
部
問
題
に
干
渉
し
、
自
主
的
選
手
強
化
の
活
動
を
破

壊
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
の
正
常
な
発
展
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ

り
、
選
手
強
化
の
目
的
に
沿
わ
な
い
ば
か
り
か
、
著
し
く
公
益
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
補
助
金
を
監
査
し
、
損
害
の
賠
償
な
い
し
は
補
助
金
返
還
命
令
等
の
勧
告

監
査
委
員
公
告

団
体
役
員
　
　
後
　
藤
　
和
　
夫

鈴
　
木
　
正
　
和

団
体
役
員
　
　
高
　
橋
　
京
　
子

自
　
　
営
　
　
奈
　
良
　
　
　
知

団
体
役
員
　
　
納
　
谷
　
　
　
悟

団
体
役
員
　
　
松
　
本
　
　
　
匡

桜
　
田
　
鐘
　
子

柴
　
田
　
奎
　
介

高
　
橋
　
　
　
忠

団
体
職
員
　
　
鈴
　
木
　
サ
キ
子
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を
す
る
よ
う
求
め
る
。

４
　
請
求
の
要
件
審
査

本
件
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
2
4
2
条
に
規
定
す
る
要
件

を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
受
理
し
た
。

第
２
　
監
査
委
員
の
除
斥

監
査
委
員
辻
久
男
は
、
法
第
1
9
9
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
除
斥
し
た
。

第
３
　
監
査
の
実
施

１
　
監
査
の
対
象
事
項

平
成
1
2
年
度
に
お
け
る
第
6
2
回
秋
田
国
体
競
技
力
向
上
対
策
本
部
（
以
下
「
対
策
本
部
」
と

い
う
。
）
に
対
す
る
選
手
強
化
対
策
費
補
助
金
（
以
下
「
本
件
補
助
金
」
と
い
う
。
）
が
、
違

法
又
は
不
当
な
公
金
の
支
出
に
当
た
る
か
否
か
。

２
　
監
査
対
象
課

教
育
庁
保
健
体
育
課

３
　
請
求
人
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

法
第
2
4
2
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
1
4
年
６
月
３
日
に
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機

会
を
設
け
た
が
、
請
求
人
か
ら
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
は
な
か
っ
た
。

第
４
　
監
査
の
結
果

本
件
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
次
の
理
由
に
よ
り
却
下
す
る
。

１
　
事
実
関
係
（
本
件
補
助
金
の
支
出
状
況
）

本
件
補
助
金
は
、
対
策
本
部
に
対
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
競
技
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
を

目
的
に
、
前
金
払
の
方
法
で
1
1
回
に
分
け
て
交
付
さ
れ
た
。
交
付
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

第
１
回

第
２
回

第
３
回

第
４
回

第
５
回

第
６
回

第
７
回

第
８
回

第
９
回

第
1
0
回

第
1
1
回

２
　
理
由

（
１
）
住
民
監
査
請
求
の
期
間
制
限
に
つ
い
て

法
第
2
4
2
条
第
２
項
は
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
は
、
当
該
行
為
の
あ
つ
た
日
又
は
終

わ
つ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
正

当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
い
う
「
当
該
行
為
の
あ
つ
た
日
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

裁
判
例
（
静
岡
地
裁
平
成
５
年
７
月
1
5
日
判
決
）
に
よ
れ
ば
「
概
算
払
に
よ
り
補
助
金
が

交
付
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
2
4
2
条
２
項
の
期
間
の
起
算
点
で
あ
る
「
当
該
行
為
が
あ
っ

た
日
」
は
、
個
々
の
支
出
行
為
の
あ
っ
た
日
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

概
算
払
も
、
法
2
3
2
条
の
５
第
２
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
正
規
の
支
出
の
一
方
法
で
あ
り
、

そ
れ
自
体
に
つ
い
て
従
う
べ
き
財
務
会
計
法
規
が
存
す
る
上
、
実
質
的
に
も
そ
れ
に
よ
り
地

方
公
共
団
体
の
資
金
が
流
出
し
、
私
人
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
前
示
の
と
お

り
、
本
件
補
助
金
は
予
算
に
計
上
さ
れ
て
お
り
、
概
算
払
の
時
点
で
そ
の
支
出
目
的
、
金
額

及
び
そ
の
算
定
根
拠
は
明
確
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
支
出
の
違
法
性
、
不
当

性
は
、
そ
の
後
の
補
助
金
額
の
確
定
手
続
を
経
な
く
て
も
判
断
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と

し
た
上
で
「
監
査
請
求
期
間
遵
守
の
有
無
は
、
監
査
請
求
の
対
象
と
な
る
各
個
の
財
務
会
計

上
の
行
為
毎
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
、
住
民
監
査
請
求
を
監

査
し
た
監
査
委
員
の
判
断
は
誤
り
で
あ
る
と
し
た
。

こ
の
判
決
は
、
控
訴
審
（
東
京
高
裁
平
成
６
年
２
月
2
4
日
判
決
）
で
支
持
さ
れ
、
上
告
審

（
最
高
裁
平
成
７
年
２
月
2
1
日
第
３
小
法
廷
判
決
）
で
も
、
「
概
算
払
は
、
地
方
自
治
法
が

普
通
地
方
公
共
団
体
の
支
出
の
一
方
法
と
し
て
認
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
（
2
3
2
条
の

５
第
２
項
）
、
支
出
金
額
を
確
定
す
る
精
算
手
続
の
完
了
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
住
民
監
査

請
求
の
対
象
と
な
る
財
務
会
計
上
の
行
為
と
し
て
の
公
金
の
支
出
に
当
た
る
」
と
し
、
原
審

の
判
断
を
是
認
し
た
。

（
２
）
判
例
と
当
該
事
案
に
つ
い
て

上
述
の
判
例
は
、
概
算
払
の
方
法
に
よ
る
補
助
金
の
支
出
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
補

助
金
は
前
金
払
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
当
該
判
例
が
本
件
補
助
金
に
援
用
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ア
　
概
算
払
、
前
金
払
は
、
と
も
に
法
第
2
3
2
条
の
５
第
２
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
正
規
の

支
出
方
法
で
あ
り
、
法
施
行
令
第
1
6
2
条
、
第
1
6
3
条
に
よ
っ
て
、
補
助
金
を
支
出
す
る

場
合
も
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

イ
　
概
算
払
、
前
金
払
は
、
補
助
事
業
等
の
完
了
前
に
支
出
が
な
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い

て
共
通
の
性
質
を
有
す
る
。

ウ
　
概
算
払
に
つ
い
て
は
、
秋
田
県
財
務
規
則
第
2
5
8
条
第
３
項
、
前
金
払
に
つ
い
て
は
同

条
第
４
項
に
支
出
の
根
拠
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

支
出
命
令
年
月
日

平
成
1
2
年
４
月
2
7
日

平
成
1
2
年
５
月
1
6
日

平
成
1
2
年
６
月
９
日

平
成
1
2
年
７
月
1
0
日

平
成
1
2
年
８
月
1
1
日

平
成
1
2
年
９
月
８
日

平
成
1
2
年
1
0
月
1
0
日

平
成
1
2
年
1
1
月
1
0
日

平
成
1
2
年
1
2
月
1
1
日

平
成
1
3
年
１
月
1
2
日

平
成
1
3
年
２
月
９
日

支
出
年
月
日

平
成
1
2
年
５
月
２
日

平
成
1
2
年
５
月
1
9
日

平
成
1
2
年
６
月
2
0
日

平
成
1
2
年
７
月
1
9
日

平
成
1
2
年
８
月
1
8
日

平
成
1
2
年
９
月
2
0
日

平
成
1
2
年
1
0
月
2
0
日

平
成
1
2
年
1
1
月
2
0
日

平
成
1
2
年
1
2
月
2
0
日

平
成
1
3
年
１
月
1
9
日

平
成
1
3
年
２
月
2
0
日

支
出
計

支
出
金
額

1
1
9
,5
0
0
,0
0
0
円

4
7
,8
0
0
,0
0
0
円

2
7
,0
0
0
,0
0
0
円

2
0
,7
0
0
,0
0
0
円

1
1
,4
0
0
,0
0
0
円

1
0
,3
0
0
,0
0
0
円

8
,0
0
0
,0
0
0
円

7
,4
0
0
,0
0
0
円

6
,2
0
0
,0
0
0
円

7
,5
0
0
,0
0
0
円

4
,2
0
0
,0
0
0
円

2
7
0
,0
0
0
,0
0
0
円
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エ
　
本
件
補
助
金
は
、
県
の
一
般
会
計
予
算
に
計
上
さ
れ
て
お
り
、
前
金
払
の
時
点
で
そ
の

支
出
目
的
、
金
額
及
び
そ
の
算
定
根
拠
は
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
当
該
判
例
は
、
前
金
払
に
よ
り
支
出
さ
れ
た
本
件
補
助
金
に
つ
い
て

も
、
援
用
で
き
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
結
論

そ
こ
で
、
本
件
補
助
金
を
、
当
該
判
例
の
判
断
基
準
に
照
ら
す
と
、
個
々
の
支
出
年
月
日

を
基
準
と
し
て
監
査
請
求
期
間
を
算
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
件
補
助
金
の
最
終
の
支
出

年
月
日
は
平
成
1
3
年
２
月
2
0
日
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
件
監
査
請
求
は
平
成
1
4
年
５
月
2
1

日
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
当
該
行
為
の
あ
っ
た
日
」
か
ら
既
に
１
年
を
経
過
し
て
お
り
、

本
件
監
査
請
求
は
適
法
な
監
査
請
求
と
は
言
え
な
い
と
判
断
す
る
。

な
お
、
法
第
2
4
2
条
第
２
項
た
だ
し
書
は
、
「
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
」
に
限
り
１
年

経
過
後
も
監
査
請
求
が
で
き
る
旨
規
定
す
る
が
、
「
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
」
と
は
、
た

と
え
ば
、
当
該
行
為
が
き
わ
め
て
秘
密
裡
に
行
わ
れ
、
１
年
を
経
過
し
た
後
は
じ
め
て
明
る

み
に
出
た
よ
う
な
場
合
あ
る
い
は
天
災
地
変
等
に
よ
る
交
通
途
絶
に
よ
り
請
求
期
間
を
徒
過

し
た
場
合
な
ど
の
よ
う
に
、
特
に
請
求
を
認
め
る
だ
け
の
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
を
指

す
、
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
判
例
（
最
高
裁
昭
和
6
3
年
４
月
2
2
日
第
２
小
法
廷
判
決
）
に
よ
れ
ば
、
「
当
該
行

為
が
秘
密
裡
に
さ
れ
た
場
合
、
同
項
但
書
に
い
う
「
正
当
な
理
由
」
の
有
無
は
、
特
段
の
事

情
の
な
い
限
り
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
相
当
の
注
意
力
を
も
っ
て
調
査
し
た
と
き

に
客
観
的
に
み
て
当
該
行
為
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
、
ま
た
、
当
該
行
為
を
知
る

こ
と
が
で
き
た
と
解
さ
れ
る
時
か
ら
相
当
な
期
間
内
に
監
査
請
求
を
し
た
か
ど
う
か
に
よ
っ

て
判
断
す
べ
き
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
件
補
助
金
に
つ
い
て
見
る
と
、
本
件
補
助
金
は
一
般
会
計
予
算
に
計
上
さ

れ
、
議
会
の
議
決
を
経
た
後
、
会
計
法
規
に
従
い
適
法
に
支
出
さ
れ
て
お
り
、
秘
密
裡
に
執

行
さ
れ
る
な
ど
の
相
当
の
理
由
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
た
、
上
述
の
理
由
か
ら
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
相
当
の
注
意
力
を
も
っ
て
調

査
し
た
と
き
に
客
観
的
に
み
て
当
該
行
為
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
監
査
請
求
が
１
年
を
経
過
し
た
後
に
な
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
「
正
当
な
理
由
が
あ
る
」
と
は
言
え
な
い
と
判
断
す
る
。
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